
○川崎市附属機関設置条例
平成27年３月23日条例第１号

川崎市附属機関設置条例
（趣旨）

第１条　この条例は、法令又は他の条例若しくは規則で別に定めるもののほか、附属機関の組織及び運
営に関し必要な事項を定めるものとする。
（設置）

第２条　地方自治法（昭和22年法律第67号）第138条の４第３項の規定に基づき、市長の附属機関として別
表第１及び教育委員会の附属機関として別表第２の附属機関の欄に掲げる附属機関を設置する。
（所掌事務）

第３条　附属機関の所掌事務は、別表第１及び別表第２の附属機関の欄に掲げる附属機関の区分に応
じ、それぞれこれらの表の所掌事務の欄に掲げるとおりとする。
（組織）

第４条　附属機関は、別表第１及び別表第２の附属機関の欄に掲げる附属機関の区分に応じ、それぞれ
これらの表の委員の定数の欄に掲げる委員をもって組織する。

２　委員は、別表第１及び別表第２の附属機関の欄に掲げる附属機関の区分に応じ、それぞれこれらの表
の委員の構成の欄に掲げる者のうちから、市長又は教育委員会（以下「市長等」という。）が委嘱し、又
は任命する。

３　市長等は、附属機関に特別の事項を調査審議させるため必要があると認めるときは、臨時委員を置く
ことができる。
（委員の任期）

第５条　委員の任期は、別表第１及び別表第２の附属機関の欄に掲げる附属機関の区分に応じ、それぞ
れこれらの表の委員の任期の欄に掲げるとおりとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期
間とする。

２　委員は、再任されることができる。
３　臨時委員は、特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解嘱され、又は解任されるものとする。
（会長）

第６条　附属機関に当該附属機関を代表し、会務を総理する者（以下「会長」という。）１人を置き、委員の
互選により定める。

２　会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、委員のうちから会長があらかじめ指名する者がその
職務を代理する。
（会議）

第７条　附属機関は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。
２　附属機関は、委員及び議事に関係のある臨時委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことがで
きない。

３　附属機関の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数の
ときは、議長の決するところによる。
（部会）

第８条　附属機関は、必要に応じ部会を設置することができる。
２　部会に属すべき委員及び臨時委員は、会長が会議に諮って指名する。
３　部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により定める。
４　部会長は、部会の事務を掌理する。
５　部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務
を代理する。

６　部会の会議については、前条の規定を準用する。
７　附属機関は、その定めるところにより、部会の決議をもって附属機関の決議とすることができる。
（委任）

第９条　この条例に定めるもののほか、附属機関の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が附属機関
に諮って定める。

附　則
（施行期日）

１　この条例は、平成27年４月１日から施行する。
（経過措置）

２　この条例の施行の際現に別表第１及び別表第２の附属機関の欄に掲げる附属機関に相当する合議体
（以下「従前の合議体」という。）の委員である者は、この条例の施行の日に、第４条第２項の規定により
別表第１及び別表第２の附属機関の欄に掲げる附属機関の委員として委嘱され、又は任命されたものと
みなす。この場合において、その委嘱され、又は任命されたものとみなされる者の任期は、第５条第１項
本文の規定にかかわらず、同日における従前の合議体の委員としての任期の残任期間と同一の期間と
する。

附　則（平成27年12月17日条例第74号抄）
（施行期日）

１　この条例は、平成28年４月１日から施行する。
附　則（平成28年３月24日条例第４号）

この条例は、平成28年４月１日から施行する。ただし、別表第２の改正規定は、公布の日から施行する。
附　則（平成29年３月22日条例第１号）
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この条例は、平成29年４月１日から施行する。
附　則（平成30年３月20日条例第１号）

この条例は、公布の日から施行する。
附　則（平成31年３月18日条例第１号）

この条例は、平成31年４月１日から施行する。
附　則（令和元年６月28日条例第７号抄）

（施行期日）
１　この条例は、公布の日から施行する。

附　則（令和元年12月16日条例第34号）
この条例は、令和２年４月１日から施行する。ただし、別表第１川崎市多摩川プラン推進会議の項の次

に１項を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附　則（令和３年３月24日条例第１号）

この条例は、令和３年４月１日から施行する。
附　則（令和４年３月24日条例第２号）

この条例は、令和４年４月１日から施行する。
附　則（令和５年３月30日条例第４号）

この条例は、令和５年４月１日から施行する。
別表第１（第２条～第５条関係）
市長の附属機関

附属機関 所掌事務
委員
の定
数

委員の構成
委員
の任
期

川崎市政策評
価審査委員会

総合的な計画における重要な政策等
の評価に関して調査審議すること。

９人
以内

(１)　学識経験者
(２)　市民

３年

川崎市公共施
設マネジメント
推進委員会

公共施設の総合的かつ計画的な配
置、維持管理、更新及び利活用に関
する方針の策定、当該方針に基づく
取組その他公共施設の総合的かつ
計画的な配置、維持管理、更新及び
利活用の推進のために必要な事項
に関して調査審議すること。

７人
以内

(１)　学識経験者
(２)　市民

２年

川崎市総務企
画局民間活用
事業者選定評
価委員会

総務企画局が所管する事務における
民間事業者の活力を活用した手法の
導入の適否並びに民間活用に係る
民間事業者の選定及び評価に関して
調査審議すること。

10人
以内

学識経験者 ２年

川崎市退職職
員の再就職候
補者選考委員
会

退職する職員のうち再就職をしようと
する候補者の選考に関して調査審議
すること。

５人
以内

(１)　学識経験者
(２)　関係団体の役職

員

１年

川崎市行財政
改革推進委員
会

行財政改革に関する取組及び評価に
関して調査審議すること。

５人
以内

学識経験者 委嘱
され
た日
から
当該
日の
属す
る年
度の
末日
まで

川崎市民間活
用推進委員会

公共サービスの提供における民間事
業者の活力の活用に関する方針そ
の他民間事業者の活力の活用の推
進のために必要な事項に関して調査
審議すること。

５人
以内

学識経験者 ２年

川崎市公共事
業評価審査委
員会

社会資本の整備を目的とする公共事
業でその費用が国から交付されるも
のに係る評価に関して調査審議する
こと。

５人
以内

学識経験者 ２年

川崎市財政局
民間活用事業

財政局が所管する事務における民間
事業者の活力を活用した手法の導入
の適否並びに民間活用に係る民間

10人
以内

学識経験者 ２年



者選定評価委
員会

事業者の選定及び評価に関して調査
審議すること。

川崎市入札監
視委員会

入札及び契約の過程並びに契約の
内容に関して調査審議すること。

３人 学識経験者 ３年

川崎市政府調
達苦情検討委
員会

政府調達に関する協定の対象となる
調達に係る供給者からの苦情の内容
及びその解決に関して調査審議する
こと。

３人 学識経験者 ３年

川崎市市民文
化局民間活用
事業者選定評
価委員会

市民文化局が所管する事務における
民間事業者の活力を活用した手法の
導入の適否並びに民間活用に係る
民間事業者の選定及び評価に関して
調査審議すること。

10人
以内

学識経験者 ２年

川崎市自治功
労賞選考委員
会

市民の福祉の増進及び市民自治の
推進に貢献し、特に顕著な功績のあ
った者の選考に関して調査審議する
こと。

５人
以内

(１)　学識経験者
(２)　市議会議員
(３)　関係行政機関の

職員
(４)　市職員

委嘱
さ
れ、
又は
任命
され
た日
から
賞の
贈呈
が終
了す
る日
まで

川崎市多文化
共生社会推進
協議会

国籍、民族又は文化の違いを豊かさ
として生かし、全ての人が互いに認め
合う多文化共生社会を実現するため
の施策の推進に関する指針その他
当該施策の推進に必要な事項に関し
て調査審議すること。

５人
以内

(１)　学識経験者
(２)　関係団体の役職
員

２年

川崎市文化賞
等選考委員会

市の文化、芸術、地域社会、市民福
祉、スポーツ等において、その向上及
び発展に尽力し、特に顕著な功績の
あった者の選考に関して調査審議す
ること。

15人
以内

(１)　学識経験者
(２)　市職員

委嘱
さ
れ、
又は
任命
され
た日
から
賞の
贈呈
が終
了す
る日
まで

川崎市こども
未来局民間活
用事業者選定
評価委員会

こども未来局が所管する事務におけ
る民間事業者の活力を活用した手法
の導入の適否並びに民間活用に係
る民間事業者の選定（川崎市保育所
等整備事業者選定委員会の所掌事
務に属するものを除く。）及び評価に
関して調査審議すること。

10人
以内

学識経験者 ２年

川崎市保育所
入所児童等健
康管理委員会

保育所、認定こども園又は家庭的保
育事業等を利用し、又は利用するこ
とが予定されている保育を必要とする
乳児又は幼児の健康管理に関して調
査審議すること。

６人
以内

(１)　医師
(２)　学識経験者
(３)　市職員

２年

川崎市保育所
等整備事業者
選定委員会

保育所を設置し、又は小規模保育事
業を行う民間事業者の選定に関して
調査審議すること。

５人
以内

学識経験者 ２年



川崎市経済労
働局民間活用
事業者選定評
価委員会

経済労働局が所管する事務における
民間事業者の活力を活用した手法の
導入の適否並びに民間活用に係る
民間事業者の選定及び評価に関して
調査審議すること。

10人
以内

学識経験者 ２年

川崎市産業振
興協議会

産業の振興に関する総合的な施策の
推進のために必要な事項に関して調
査審議すること。

20人
以内

(１)　学識経験者
(２)　関係団体の役職

員

２年

川崎市観光振
興計画推進委
員会

観光の振興に関する施策の指針とな
る計画の策定、当該計画に基づく事
業の進捗状況に関する評価その他
観光の振興の推進のために必要な
事項に関して調査審議すること。

10人
以内

(１)　学識経験者
(２)　関係団体の役職

員
(３)　観光事業に従事

する者
(４)　市職員

２年

川崎市農業振
興計画推進委
員会

農業の振興に関する施策の指針とな
る計画の策定、当該計画に基づく事
業の進捗状況に関する評価その他
農業の振興の推進のために必要な
事項に関して調査審議すること。

20人
以内

(１)　学識経験者
(２)　農業に従事する

者
(３)　関係団体の役職

員
(４)　市民

３年

かわさきマイス
ター選考委員
会

市内に居住し、又は在勤し、及び長
年にわたり同一の職種に従事する者
であって、卓越した技術又は技能を
有するものの選考に関して調査審議
すること。

10人
以内

(１)　学識経験者
(２)　関係団体の役職

員

３年

川崎市環境局
民間活用事業
者選定評価委
員会

環境局が所管する事務における民間
事業者の活力を活用した手法の導入
の適否並びに民間活用に係る民間
事業者の選定及び評価に関して調査
審議すること。

10人
以内

学識経験者 ２年

川崎市地球温
暖化防止活動
推進センター
選定委員会

地域地球温暖化防止活動推進センタ
ーとして指定する法人の選定に関し
て調査審議すること。

５人
以内

(１)　学識経験者
(２)　関係団体の役職

員
(３)　関係行政機関の

職員

委嘱
され
た日
から
当該
日の
属す
る年
度の
末日
まで

川崎市廃棄物
処理施設専門
家会議

一般廃棄物処理施設又は産業廃棄
物処理施設の設置又は変更の許可
の申請における生活環境の保全等に
係る適正な配慮に関して調査審議す
ること。

７人
以内

学識経験者 ２年

川崎市健康福
祉局民間活用
事業者選定評
価委員会

健康福祉局が所管する事務における
民間事業者の活力を活用した手法の
導入の適否並びに民間活用に係る
民間事業者の選定及び評価に関して
調査審議すること。

10人
以内

学識経験者 ２年

川崎市福祉有
償運送運営協
議会

福祉有償運送の必要性、安全及び旅
客の利便の確保のために必要な措
置並びに旅客から収受する対価に関
して調査審議すること。

15人
以内

(１)　関係団体の役職
員

(２)　市民
(３)　関係行政機関の

職員
(４)　市職員

２年

川崎市感染症
対策協議会

感染症の発生の予防及びまん延の
防止のために必要な措置に関して調
査審議すること。

26人
以内

(１)　学識経験者
(２)　関係団体の役職

員
(３)　市職員

２年

川崎市医療安
全相談センタ

川崎市医療安全相談センターの活動
の方針及び相談の事例に関して調査

９人
以内

学識経験者 ２年



ー運営協議会 審議すること。
川崎市精度管
理専門委員会

衛生検査所への立入検査及び精度
管理の指導に関する事項その他検
査精度の向上のために必要な事項
に関して調査審議すること。

６人
以内

学識経験者 ２年

川崎市心身障
害者福祉事業
基金運営委員
会

心身障害者福祉事業基金から生ず
る収益により助成する事業の選定、
当該基金に対する市民の理解及び
協力の促進その他当該基金の適正
な運営の確保のために必要な事項に
関して調査審議すること。

６人
以内

(１)　学識経験者
(２)　関係団体の役職

員

２年

川崎市まちづく
り局民間活用
事業者選定評
価委員会

まちづくり局が所管する事務における
民間事業者の活力を活用した手法の
導入の適否並びに民間活用に係る
民間事業者の選定及び評価に関して
調査審議すること。

10人
以内

学識経験者 ２年

川崎市建設緑
政局民間活用
事業者選定評
価委員会

建設緑政局が所管する事務における
民間事業者の活力を活用した手法の
導入の適否並びに民間活用に係る
民間事業者の選定（川崎市都市公園
条例（昭和32年川崎市条例第６号）
第18条の５第１項に規定する川崎市
公募対象公園施設設置等予定者選
定委員会の所掌事務に属するものを
除く。）及び評価に関して調査審議す
ること。

10人
以内

学識経験者 ２年

川崎市公園緑
地等整備計画
推進委員会

公園、緑地等の整備等に関する計画
の策定その他公園、緑地等の整備等
の推進のために必要な事項に関して
調査審議すること。

６人
以内

学識経験者 ２年

川崎市多摩川
プラン推進会
議

多摩川の利活用に係る施策を総合
的に展開させる計画を推進するため
に必要な事項に関して調査審議する
こと。

10人
以内

(１)　学識経験者
(２)　関係団体の役職

員
(３)　関係行政機関の

職員
(４)　市民

２年

川崎市港湾局
民間活用事業
者選定評価委
員会

港湾局が所管する事務における民間
事業者の活力を活用した手法の導入
の適否並びに民間活用に係る民間
事業者の選定及び評価に関して調査
審議すること。

10人
以内

学識経験者 ２年

川崎市臨海部
国際戦略本部
民間活用事業
者選定評価委
員会

臨海部国際戦略本部が所管する事
務における民間事業者の活力を活用
した手法の導入の適否並びに民間活
用に係る民間事業者の選定及び評
価に関して調査審議すること。

10人
以内

学識経験者 ２年

川崎市危機管
理本部民間活
用事業者選定
評価委員会

危機管理本部が所管する事務におけ
る民間事業者の活力を活用した手法
の導入の適否並びに民間活用に係
る民間事業者の選定及び評価に関し
て調査審議すること。

10人
以内

学識経験者 ２年

川崎市川崎区
民間活用事業
者選定評価委
員会

川崎区が所管する事務における民間
事業者の活力を活用した手法の導入
の適否並びに民間活用に係る民間
事業者の選定及び評価に関して調査
審議すること。

10人
以内

学識経験者 ２年

川崎市川崎区
市民提案型協
働事業審査委
員会

川崎区の課題の解決に資する事業を
提案する団体と当該区が協働して実
施する事業の選定及び評価に関して
調査審議すること。

５人
以内

(１)　学識経験者
(２)　市職員

２年

川崎市幸区民
間活用事業者

幸区が所管する事務における民間事
業者の活力を活用した手法の導入の
適否並びに民間活用に係る民間事

10人
以内

学識経験者 ２年
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選定評価委員
会

業者の選定及び評価に関して調査審
議すること。

川崎市幸区市
民提案型協働
事業審査委員
会

幸区の課題の解決に資する事業を提
案する団体と当該区が協働して実施
する事業の選定及び評価に関して調
査審議すること。

５人
以内

(１)　学識経験者
(２)　市職員

２年

川崎市中原区
民間活用事業
者選定評価委
員会

中原区が所管する事務における民間
事業者の活力を活用した手法の導入
の適否並びに民間活用に係る民間
事業者の選定及び評価に関して調査
審議すること。

10人
以内

学識経験者 ２年

川崎市中原区
市民提案型協
働事業審査委
員会

中原区の課題の解決に資する事業を
提案する団体と当該区が協働して実
施する事業の選定及び評価に関して
調査審議すること。

５人
以内

(１)　学識経験者
(２)　関係団体の役職

員
(３)　市職員

２年

川崎市高津区
民間活用事業
者選定評価委
員会

高津区が所管する事務における民間
事業者の活力を活用した手法の導入
の適否並びに民間活用に係る民間
事業者の選定及び評価に関して調査
審議すること。

10人
以内

学識経験者 ２年

川崎市高津区
市民提案型協
働事業審査委
員会

高津区の課題の解決に資する事業を
提案する団体と当該区が協働して実
施する事業の選定及び評価に関して
調査審議すること。

５人
以内

学識経験者 ２年

川崎市宮前区
民間活用事業
者選定評価委
員会

宮前区が所管する事務における民間
事業者の活力を活用した手法の導入
の適否並びに民間活用に係る民間
事業者の選定及び評価に関して調査
審議すること。

10人
以内

学識経験者 ２年

川崎市宮前区
市民提案型協
働事業審査委
員会

宮前区の課題の解決に資する事業を
提案する団体と当該区が協働して実
施する事業の選定及び評価に関して
調査審議すること。

５人
以内

(１)　学識経験者
(２)　市職員

２年

川崎市多摩区
民間活用事業
者選定評価委
員会

多摩区が所管する事務における民間
事業者の活力を活用した手法の導入
の適否並びに民間活用に係る民間
事業者の選定及び評価に関して調査
審議すること。

10人
以内

学識経験者 ２年

川崎市多摩区
市民提案型協
働事業審査委
員会

多摩区の課題の解決に資する事業を
提案する団体と当該区が協働して実
施する事業の選定及び評価に関して
調査審議すること。

５人
以内

(１)　学識経験者
(２)　市職員

２年

川崎市麻生区
民間活用事業
者選定評価委
員会

麻生区が所管する事務における民間
事業者の活力を活用した手法の導入
の適否並びに民間活用に係る民間
事業者の選定及び評価に関して調査
審議すること。

10人
以内

学識経験者 ２年

川崎市麻生区
市民提案型協
働事業審査委
員会

麻生区の課題の解決に資する事業を
提案する団体と当該区が協働して実
施する事業の選定及び評価に関して
調査審議すること。

５人
以内

(１)　学識経験者
(２)　関係団体の役職

員
(３)　市職員

２年

川崎市消防局
民間活用事業
者選定評価委
員会

消防局が所管する事務における民間
事業者の活力を活用した手法の導入
の適否並びに民間活用に係る民間
事業者の選定及び評価に関して調査
審議すること。

10人
以内

学識経験者 ２年

川崎市メディカ
ルコントロール
協議会

医師による救急救命士に対する指示
並びに救急隊員に対する指導及び助
言に係る体制の整備並びに傷病者
の搬送及び傷病者の受入れの実施
に係る連絡調整に関して調査審議す
ること。

11人 (１)　医師
(２)　医療関係者
(３)　関係行政機関の

職員
(４)　市職員

２年



川崎市危険物
等保安審議会

危険物、石油、高圧ガス等の保安の
確保に関して調査審議すること。

20人
以内

学識経験者 ２年

川崎市コンビ
ナート安全対
策委員会

京浜臨海地区の区域その他の区域
における火災及び危険物に係る流出
等の事故の調査並びに当該事故の
防止等のため講ずべき施策その他
必要な事項に関して調査審議するこ
と。

４人
以内

学識経験者 ２年

別表第２（第２条～第５条関係）
教育委員会の附属機関

附属機関 所掌事務
委員
の定
数

委員の構成
委員
の任
期

川崎市教育委
員会事務局民
間活用事業者
選定評価委員
会

教育委員会が所管する事務における
民間事業者の活力を活用した手法の
導入の適否並びに民間活用に係る
民間事業者の選定及び評価に関して
調査審議すること。

10人
以内

学識経験者 ２年

川崎市教科用
図書選定審議
会

市立学校において使用する教科用図
書の選定に関して調査審議すること。

20人
以内

(１)　学識経験者
(２)　学校教育の関係

者
(３)　市職員

１年

川崎市橘樹
たちばな

官衙
か ん が

遺跡群調
査整備委員会

橘樹官衙遺跡群の調査並びに保存、
整備及び管理に関する事項に関して
調査審議すること。

10人
以内

学識経験者 ２年


